
6田原市議会だより 第98号（2025年4月）

議
案 

№
17

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

問	

今
回
の
税
率
改
正
に
よ
り
、
実
際
の
被

保
険
者
の
税
負
担
の
影
響
額
は
。

答 

1
人
当
た
り
平
均
で
年
額
9
6
0
0

円
、
1
世
帯
当
た
り
平
均
で
年
額
1
万

7
5
0
0
円
の
増
額
と
見
込
ん
で
い

る
。

問	

国
、
県
の
保
険
料
水
準
統
一
の
流
れ
が

あ
る
中
で
、
将
来
的
に
は
標
準
保
険
料

率
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
で

よ
い
か
。

答 

県
の
目
標
ま
で
に
は
、
被
保
険
者
の
急

激
な
負
担
増
に
配
慮
し
つ
つ
、
標
準
保

険
料
率
に
近
づ
け
て
い
け
る
よ
う
、
税

率
の
検
討
を
し
て
い
く
。

議
案 
№
23

布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
基
準
の
見
直
し

問	

本
条
例
の
改
正
に
至
る
経
緯
は
。

答 

水
道
事
業
に
携
わ
る
職
員
の
減
少
な
ど

に
伴
い
、
技
術
上
の
監
督
業
務
を
行
う

者
お
よ
び
水
道
技
術
管
理
者
の
確
保
が

難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
道

法
施
行
令
な
ど
に
お
い
て
、
資
格
要
件

が
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
条
例

を
改
正
す
る
も
の
。

問	

条
例
改
正
に
よ
り
、
市
民
生
活
へ
の
影

響
は
あ
る
の
か
。

答 

水
道
事
業
の
運
営
に
と
っ
て
よ
り
よ
い

状
況
を
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、
市
民
生

活
へ
の
影
響
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
と
同

様
に
、
安
全
な
水
道
水
を
安
定
的
に
お

届
け
し
、
安
心
し
て
生
活
し
て
も
ら
え

る
よ
う
に
努
め
る
。

議
案 

№
24

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
常
駐
・
専
任

規
制
の
緩
和

問	

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
を
事
業
所

ご
と
の
専
属
か
ら
選
任
に
見
直
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
者
に
ど
の
よ
う

な
効
果
を
も
た
ら
す
の
か
。

答 

同
一
の
都
道
府
県
に
お
け
る
複
数
事
業

所
で
の
兼
任
が
可
能
と
な
る
。

議
案 

№
28
・
29

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
お
よ
び
和
解

問	

長
い
期
間
、
手
当
の
相
違
が
発
見
で
き

な
か
っ
た
理
由
は
。

答 

3
年
に
一
度
の
障
害
者
手
帳
更
新
に
お

▪
令
和
7
年
第
1
回
定
例
会
議
案
一
覧

議
案
番
号

市
長
提
出
議
案

4
田
原
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
廃
止

5
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

6
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
及
び

市
税
条
例
の
一
部
改
正

7
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

8
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

9
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及

び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

10
証
人
等
の
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

11
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び

旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

12
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間

そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

13
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

14
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

15
市
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の

給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正

16
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

17
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

18
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

19
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

20
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
改
正

21
道
路
占
用
料
条
例
等
の
一
部
改
正

22
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

23
水
道
事
業
布
設
工
事
監
督
者
の
配
置
基
準

及
び
資
格
基
準
並
び
に
水
道
技
術
管
理
者

の
資
格
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

24
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

25
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

26
東
三
河
広
域
連
合
規
約
の
変
更

27
赤
羽
根
福
祉
セ
ン
タ
ー
空
調
設
備
等
改
修

工
事
（
週
休
2
日
）
請
負
契
約

28
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

29
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

31
市
道
路
線
の
認
定

32
訴
え
の
提
起

指
定
管
理
者
の
指
定

30
伊
良
湖
温
泉
給
湯
施
設
（
一
般
社
団
法
人

渥
美
半
島
観
光
ビ
ュ
ー
ロ
ー
）

33
公
共
駐
車
場
（
田
原
駅
南
公
共
駐
車
場
・

田
原
駅
公
共
駐
輪
場
：
株
式
会
社
あ
つ
ま

る
タ
ウ
ン
田
原
）

34
公
園
及
び
緑
地
（
臨
海
緑
地
：
童
浦
校
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
）

35
谷
ノ
口
公
園
（
谷
ノ
口
区
）

令
和
6
年
度
補
正
予
算

36
一
般
会
計
（
第
7
号
）

37
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
（
第
1
号
）

令
和
7
年
度
予
算

38
一
般
会
計

39
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

40
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

41
水
道
事
業
会
計

42
下
水
道
事
業
会
計

▪
追
加
議
案

議
案
番
号

議
員
提
出
議
案

議発1
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

※
賛
否
の
分
か
れ
た
議
案
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

議案に対する
委員会・本会議での

議員の質疑・意見です

主な質疑


